
平成３１年度和歌山県中核産業人材確保強化のための奨学金返還に係る助成制度 

交付対象者募集要領 

 

 

和歌山県内の製造業、情報通信業に就職を希望する大学生、大学院生の方で、奨学金返還助成制

度の適用を希望する方を募集します。 

（注）奨学金返還の助成を受けるためには、本要領に記載のとおりに申請を行い、交付対象者 

   として認定を受ける必要があります。 

 

１ 募集対象者 

  次の各号の全てに該当する方を対象とします。 

（１）次のア又はイの奨学金を借り入れている者又は借り入れる予定の者 

  ア 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金 

  イ アに準ずる奨学金として知事が認めるもの 

（２）大学等の理工系、情報系、農学系及び薬学系の学部または研究科に在籍する者であって、申請

年度の翌年度に卒業する見込の者 

（３）対象企業が実施するインターンシップ又は企業説明会に参加することを予定している者 

（４）対象企業に大学等を卒業した年度の翌年度から期限の定めのない雇用により継続して３年間以

上勤務することを予定している者 

（対象企業）下記のいずれかを満たす製造業及び情報通信業の業務を行う企業で、この助成金制

度の趣旨に賛同し協力する企業。 

         ア 和歌山県内（以下、「県内」という。）に主たる事業所を有する企業。 

         イ この制度の対象となる者を県内の事業所等で勤務させることを条件に採用す 

る企業。 

 

  ※対象企業の一覧は、「ＵＩわかやま就職ガイド」のホームページに掲載します。 

   http://www.wakayama-uiturn.jp/ 

 

２ 募集人員 

   ４５名 

 

３ 募集締切 

第１回募集締切：令和元年６月２８日（金）必着 ※募集終了 

第１回募集締切までに申請いただき、交付対象者として認定した方には、対象 

企業で夏に開催するインターンシップの情報を提供します。 

 

第２回募集締切：令和元年９月３０日（月）必着 

         第２回募集締切までに申請いただき、交付対象者として認定した方には、対象 

企業が参加する企業研究会などの開催情報を提供します。 

 

第３回募集締切：令和２年１月１７日（金）必着 

         第３回募集締切までに申請いただき、交付対象者として認定した方には、対象

企業で春に開催するインターンシップの情報を提供します。 

 

（注）募集人員に達した場合は、期間に関わらず締切とさせていただきます。 



４ 助成金額 

  交付対象者が借り入れた奨学金返還額に相当する額（上限額：１００万円） 

 

５ 応募の方法 

  次に掲げる書類を募集期間内に持参又は郵送で提出してください。 

（１）交付対象者認定申請書･･････（様式第２号） 

（２）奨学金貸与機関が発行する奨学金の借入額又は借入予定額が確認できる書類 

（３）作文（１，０００～１，２００字程度）･･････（別添「作文について」参照） 

 

６ 交付対象者の認定方法 

  書類審査による選考のうえ認定します。 

  （注）認定を受けても必ず対象企業に採用されるとは限りません。 

 

７ 助成の方法 

交付対象者が大学等を卒業した翌年度に対象企業に正規雇用者として採用され、かつ３年間勤務 

したのちに、交付申請に基づき助成金を支払います。 

助成金は、原則として奨学金貸与機関に支払います。但し、助成金の額が奨学金の返済残額を上 

回る場合、その差額は交付対象者に支払います。 

 

 ※ 正規雇用者とは、雇用期間の定めのない契約に基づく雇用とし、賞与、退職金、諸手当等に

おいて、就業規則等で定める通常の職員と同様の扱いとなる雇用形態の者をいいます。 

 

８  認定を受けた後の手続き 

（１）就業開始・就業後１年経過・就業後２年経過の各時点で、下記の書類を添付のうえ状況を報告

してください。 

  ア 奨学金返還に係る助成金状況報告書（様式第５号） 

イ 在職証明書（様式第６号） 

ウ 奨学金貸与機関が発行する奨学金の返還額が確認できる書類 

（２）就業後３年経過した時点で、下記の書類を添付のうえ交付申請をおこなってください。 

  ア 交付申請書（規則別記第１号様式） 

  イ 奨学金返還に係る助成内容書（様式第７号） 

  ウ 奨学金貸与機関が発行する奨学金の返還額が確認できる書類 

  エ 認定通知の写し 

  オ 交付請求書（規則別記第３号様式） 

 

９ 交付対象者の取消 

  次の事由に該当した場合は、交付対象者の認定を取り消すことがあります。 

  ア 奨学金の貸与を取り消されたとき。 

  イ 認定を受けた翌年度に大学等を卒業できなかったとき。 

  ウ 奨学金の返還が免除されたとき。 

  エ 奨学金の返還が滞ったとき。 

  オ 大学等を卒業した翌年度に対象企業に就職しなかったとき。 

  カ 対象企業に就職後３年を経過する前に離職したとき。 

  キ その他、交付対象者としてふさわしくないと知事が認めたとき。 

 



10 応募先・問い合わせ先 

  和歌山県商工観光労働局 商工労働政策局 労働政策課 就業支援班 

  〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目１番地 

  電話 073-441-2791  Fax 073-422-5004 


